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平成２３年１０月３１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２１年（ワ）第３１１９０号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年８月２４日 

判       決 

東京都江戸川区＜以下略＞ 

原          告    Ｘ 

東京都世田谷区＜以下略＞ 

原          告    Ｙ 

原告ら訴訟代理人弁護士                  蓮   見   和   也 

同               光   岡   健   介 

同               高   橋   ひ ろ み 

原告ら訴訟復代理人弁護士    花   井   ゆ う 子 

札幌市＜以下略＞ 

被          告    Ｚ 

主       文 

１ 被告は，原告Ｘに対し，４４万９９００円及びこれに対する平成２１年

１２月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告Ｙに対し，３万４０１３円及びこれに対する平成２１年１

２月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 原告らのその余の請求を，いずれも棄却する。 

４ 訴訟費用は，原告Ｘと被告間に生じた費用については，これを２分し，

その１を同原告の，その余を被告の各負担とし，原告Ｙと被告間に生じた

費用については，これを５０分し，その４９を同原告の，その余を被告の

各負担とする。 

５ この判決は，１，２項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由            
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第１ 請求 

１ 被告は，原告Ｘに対し，９４万９９００円及びこれに対する平成２１年１２

月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告Ｙに対し，１９７万０９００円及びこれに対する平成２１年１

２月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びＤＶＤの映画の著作

物３点について，内２点の著作権を有する原告Ｘ（以下「Ｘ」という。）と，

内１点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Ｙ（以下「Ｙ」とい

う。）が，被告に対し，被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布

し，もって各原告の著作権（複製権，頒布権，著作権法２１条，２６条）を侵

害したと主張するとともに，Ｙについては，予備的に著作者人格権（公表権，

同法１８条）を侵害したと主張して，損害賠償請求（民法７０９条，７１０条，

著作権法１１４条１項又は３項）として，Ｘについて９４万９９００円，Ｙに

ついて１９７万０９００円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成２

１年１２月４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める事案である。 

２ 前提となる事実（争いのない事実以外は，証拠を項目の末尾に記載する。た

だし，書証は，枝番を含む。） 

(1) 当事者等 

ア Ｘは，ロックバンド「ＣＯＯＬＳ」のリーダーであるとともに，改造オ

ートバイ等の販売，「ＣＯＯＬＳ」のライブ映像やオートバイ走行映像を

収録したＤＶＤ等を販売する者である。 

イ Ｙは，ロックバンド「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」のリーダーである。 

ウ 被告は，勤務の傍ら，ロックバンド「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」のラ
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イブ公演の前座として出演する等の音楽活動も行う者である。 

(2) 原告らが著作権を主張する著作物は，次のとおりであり，いずれも映画

の著作物（著作権法１０条１項７号）である（甲１，８～１０）。 

ア 「ＣＯＯＬＳ」クリスマスライブビデオ（以下「著作物１」という。甲

８） 

(ア) 著作物１は，平成６年１２月２５日にライブハウスのＧＩＢＳＯＮ

 ＨＯＵＳＥにおいて開催された「ＣＯＯＬＳ」のクリスマスライブ映

像を収録した商品名「ＴＨＥ ＣＯＯＬＳ Ｘ’ｍａｓ Ｒｏｃｋ’ｎ

Ｒｏｌｌ ＰＡＲＴＹ」，副題「キリストのＢｉｒｔｈ Ｄａｙ に 

ＧＩＢＳＯＮ ＨＯＵＳＥ で・・・・」のビデオである。 

(イ) 著作物１は，「ＣＯＯＬＳ」のリーダーであるＸの発意により製作

され，同原告は，収録された上記ライブにドラム奏者として参加すると

ともに，収録の際には，ライブの臨場感を表現するためにカメラワーク

や照明等の演出に工夫を凝らし，映像の編集についても指揮を執るなど

しており，著作物性が認められ，著作物１の著作権が同原告に帰属する

ことについては，被告においても積極的に争うものではない。 

イ 「ＴＨＥ ＢＩＧ ＢＡＤ ＢＩＫＥＲ」Ｎｏ１～３のＤＶＤ（以下

「著作物２」という。甲１，９） 

(ア) 著作物２は，Ｘのオートバイ走行映像とライブ映像等を収録した商

品名「ＴＨＥ ＢＩＧ ＢＡＤ ＢＩＫＥＲ」Ｎｏ１～３のＤＶＤであ

る。 

(イ) 著作物２は，Ｘの発意により製作され，同原告は，収録されたオー

トバイ走行映像に出演するとともに，収録の際には，バイクの疾走感や

ライブの臨場感を見る者に伝達するため，出演者らの動きを指揮し，カ

メラワークや照明等の演出に工夫を凝らし，映像の編集についても指揮

を執るなどしており，著作物性が認められ，著作物２の著作権が同原告
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に帰属することについては，当事者間において争いがない。 

ウ 「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」ライブのＤＶＤ（以下「著作物３」とい

う。甲１０） 

(ア) 著作物３は，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」の活動初期のライブ映

像を収録したＤＶＤである。 

(イ) 著作物３は，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」のリーダーであるＹの

発意により製作された（著作権３の著作物性，著作権の帰属については，

当事者間において争いがある。）。 

(3) 被告の行為等（甲２，６，弁論の全趣旨） 

ア 著作物１の販売 

 被告は，平成２０年６月４日ころから同年７月３０日ころまでの間，イ

ンターネットを通じて，不特定人に対し，著作物１の複製物を７本販売し

た（被告が著作物１の複製物を７本販売したことは争いのない事実である。

ただし，上記７本が著作物１の正規の複製品であるのか，無断複製品であ

るのかについて，当事者間に争いがある。）。 

イ 著作物２の複製，販売 

(ア) 被告は，Ｘの許諾を得ることなく著作物２を複製し，平成１９年３

月８日ころから平成２０年６月１８日ころまでの間，インターネットを

通じて，不特定人に対し，上記複製物であるＤＶＤ１３７枚を販売した

（被告が，Ｘの許諾を得ることなく著作物２を複製，頒布したことは争

いのない事実である。）。 

(イ) 被告は，著作物２を自ら複製，頒布しており，Ｘの著作権を侵害す

ることを認識していた（争いのない事実である。）。 

ウ 著作物３ 

 被告は，著作物３（ただし，著作物性について争いがある。）を複製し，

平成１９年１月５日ころから平成２０年６月１５日ころまでの間，インタ
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ーネットを通じて，不特定人に対し，上記複製物であるＤＶＤ６３枚をポ

マードの景品として頒布した（被告が著作物３とされるＤＶＤの複製物を

ポマードの景品として頒布したことは争いのない事実である。）。 

 Ｙは，被告による頒布行為の前に，ライブハウスの関係者にのみ記念と

して配布する趣旨で，同関係者らに，著作物３を複製頒布した（弁論の全

趣旨）。 

(4) 本件訴訟に至る経緯（甲２，５，６，１１，１４，１５） 

ア 被告は，(3)のとおり，不特定人に対し，平成１９年３月８日ころから

平成２０年６月１８日ころまでの間，著作物２の複製品であるＤＶＤを販

売し，平成１９年１月５日ころから平成２０年６月１５日ころまでの間，

著作物３の複製品であるＤＶＤを頒布し，同年６月４日ころから同年７月

３０日ころまでの間，著作物１（正規品か複製品かについては，争いがあ

る。）を販売していた。 

イ 原告らは，被告の上記複製・頒布の事実を知り，平成２０年６月ころ，

被告に対し，誓約書の提出や取引履歴の開示等を求めた。 

ウ 被告は，Ｙの関係者に対し，平成２０年７月２６日付け「お詫び状」

（甲１１）を提出し，著作物３の頒布について謝罪した。 

エ 原告らの各所属事務所担当者は，原告訴訟代理人を通じて，被告に対し，

平成２０年９月２９日付け「警告書」（甲５）を送付した。 

オ 被告は，原告らの各所属事務所担当者に対し，平成２０年１０月６日付

け各「お詫び状」（甲６）を提出し，「ＣＯＯＬＳ」のビデオ及び著作物

３の各複製・頒布について謝罪した。 

カ 原告らは，当裁判所に対し，平成２１年９月２日，本件訴訟を提起した。 

３ 争点 

(1) Ｘについて 

(1)－１ 著作物１の著作権（複製権・頒布権）侵害の成否 
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(1)－２ 著作物１の著作権（複製権・頒布権）侵害についての故意過失 

(1)－３ 著作物１・２の著作権（複製権・頒布権）侵害等による損害 

(2) Ｙについて 

(2)－１ 著作物３の著作物性，著作権（複製権・頒布権）・著作者人格権

（公表権）の帰属 

(2)－２ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害の成否 

(2)－３ 著作物３の著作者人格権（公表権）侵害の成否 

(2)－４ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）・著作者人格権（公表権）

侵害についての故意過失 

(2)－５ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）・著作者人格権（公表権）

侵害等による損害 

４ 争点に対する当事者の主張 

(1) Ｘについて 

(1)－１ 著作物１の著作権（複製権・頒布権）侵害の成否 

（Ｘ） 

ア 被告は，著作物１について，著作権者であるＸの許諾を得ることなく複

製し，Ｘの複製権を侵害した。 

イ 被告は，著作物１について，前提となる事実(3)アのとおり，上記複製

物７本を不特定人に販売し，Ｘの頒布権を侵害した。 

ウ 被告は，被告は，Ｘの所属する事務所担当者に対し送付した平成２０年

１０月６日付けお詫び状（甲６）において，「ビデオの複製（無許可）」

と「販売」を認めている。 

（被告） 

ア Ｘの主張する事実はいずれも否認し，法的主張は争う。 

イ 被告が販売した著作物１のビデオは，正規品である。被告は，著作物１

を１０本セットで購入し，このうち７本を販売した。お詫び状（甲６）の
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「ビデオ」の記載は，被告の誤認である。 

(1)－２ 著作物１の著作権（複製権・頒布権）侵害についての故意過失 

（Ｘ） 

ア 被告は，Ｘの許諾を得ることなく，著作物１を複製・頒布したから，同

原告の著作権を侵害することについて故意又は過失がある。 

イ 被告は，音楽活動を行う経歴を有しており，ライブ映像にかかるＤＶＤ

等の著作物を著作権者に無断で複製・頒布してはいけないことは容易に認

識し得たにもかかわらず，著作権者であるＸの許諾を得ずに著作物１を複

製・頒布したから，少なくとも過失がある。 

（被告） 

 Ｘの主張は争う。 

(1)－３ 著作物１・２の著作権（複製権・頒布権）侵害等による損害 

（Ｘ） 

ア 著作物１・２の著作権（複製権・頒布権）侵害により，Ｘには，次のと

おりの損害が発生した。 

(ア) 民法７０９条，著作権法１１４条１項に基づく損害（主位的主張） 

① 著作物１は，定価４０００円で販売されており（甲８），製造原価

は，媒体（ビデオ）の原価及びパッケージ費用の合計４００円を超え

ないから，単位数量当たりの利益は３６００円を下らない。 

② 著作物２は，定価３５００円で販売されており（甲１），製造原価

は，媒体（ＤＶＤ）の原価及びパッケージ費用の合計４００円を超え

ないから，単位数量当たりの利益は３１００円を下らない。 

③ したがって，損害は，著作物１について，２万５２００円（＝単位

数量あたりの利益額３６００円×譲渡数量７本），著作物２について，

４２万４７００円（＝単位数量あたりの利益額３１００円×譲渡数量

１３７枚）である。 
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(イ) 民法７０９条，著作権法１１４条３項に基づく損害（予備的主張） 

① 上記のとおり，販売価格は，著作物１が４０００円，著作物２が３

５００円である。 

② 使用料については，著作権利用許諾契約における一般的な利用料率

は概ね１０％程度であり，大手製作会社に所属して製作販売を行う場

合，著作権者へ支払われる著作物使用料（印税）は，１３～１５％程

度に設定されることが一般的であるが，大手製作会社に所属しないで

独自に製作販売を行う場合には，映像等の製作費用をすべて自主負担

するため，著作権者へ支払われる著作物使用料は，５０～６０％と高

く設定されることが一般的である。 

 そして，大手製作会社に所属しないで独自に製作販売を行う「ＣＯ

ＯＬＳ」の作品の流通販売においては，流通業者は，税抜き小売価格

の６０％相当額を，実質的な著作権使用料（印税）として著作権者の

委託業者に支払い，同委託業者は，税抜き小売価格の５０％相当額を

著作権者側に支払っていたから，使用料率６０％が算定基準となるも

のである。 

③ したがって，Ｘの損害は，著作物１について，１万６８００円（＝

相当販売価格４０００円×使用料率６０％×販売数７本），著作物２

について，２８万７７００円（＝相当販売価格３５００円×６０％×

販売数１３７枚）である。 

イ 精神的損害（民法７０９条，７１０条） 

(ア) 平成２０年２月，被告による著作権侵害が発覚したため，Ｘは，被

告に対し，販売の中止，販売数量等の申告，謝罪を求めた。しかし，被

告は，誠実に対応せず，２か月余り後，同原告側の再三の督促を受けて

ようやく謝罪文や販売数量についてのメモを提出した（甲６）。ところ

が，当該申告には，著作物２についての言及がないなど，不誠実な対応
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であったため，当事者の関係は悪化した。 

(イ) Ｘは，多大なる時間，労力，費用の負担を余儀なくされ，多大な精

神的負担を被っている。また，同じ音楽業界にある被告の著作権を軽視

する態度に対する，同原告の感情的衝撃は大きい。 

(ウ) Ｘの被った精神的損害を金銭的に評価すると，５０万円を下らない。 

（被告） 

 Ｘの主張する事実はいずれも否認し，法的主張は争う。 

(2) Ｙについて 

(2)－１ 著作物３の著作物性，著作権（複製権・頒布権）・著作者人格権

（公表権）の帰属 

（Ｙ） 

ア 著作物３は，著作物性を有する映画の著作物であり，Ｙに著作権（複製

権・頒布権）・著作者人格権（公表権）が帰属している。 

イ 著作物性（創作性） 

 著作物３は，次のとおり，著作者の個性が表現されており，著作物性

（創作性）を有する。 

(ア) 著作物３は，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」のライブ映像を収録し

たＤＶＤであり，映像は，関係者への配布を目的として収録された。映

像の内容は，同バンドがライブにおいて楽曲を演奏している連続映像で

あり，ライブの臨場感を表現するためのカメラ配置や照明が施されてい

る。 

(イ) カメラについては，固定されているが，ステージの全体像を捉える

ことができる位置及び角度に設置されており，ステージ上のライブ演奏

の様子を，観客の目線からくまなく収録しており，そのような位置にカ

メラを配置することに，ライブの臨場感を伝達する表現としての創作性

が認められる。ライブの撮影を目的としない防犯カメラ等の定点カメラ
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に，偶然ライブの様子が撮影されたような場合とは異なる。 

(ウ) 編集については，一般に，コンサートやライブ等を収録したＤＶＤ

には，全編ノーカットの商品が多数販売されているように，編集を施さ

ないことは，一続きのライブの臨場感を忠実に伝えることができる表現

方法の一つといえる。著作物３は，あえて編集を施す必要性が乏しいた

め，特段の編集をしていないが，収録対象がロックバンドのライブであ

るという特殊性に鑑みれば，編集作業が施されていないことのみをもっ

て，創作性を欠くということはできない。 

ウ 著作権（複製権，頒布権）・著作者人格権（公表権）の帰属 

(ア) 著作物３の撮影は，ライブハウスに設置されたカメラによって行わ

れたが，同撮影行為は，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」のリーダーであ

るＹの意思に基づき，ライブハウスをして撮影させたものである。同原

告は，同バンドのリーダーとして，ライブの音響や照明等について指揮

をとり，同バンドならではの音楽性を表現した演奏とパフォーマンスを

演出して，臨場感のある独自のライブ映像を収録させた。 

(イ) したがって，著作物３は，映画の著作物であるところ，Ｙが主体的

に製作を指揮し，同原告の創作的な表現を具現化したものであるから，

Ｙは著作物３の全体的形成に創作的に寄与したものであり，その著作者

である（著作権法１６条）。そして，その著作権（複製権，頒布権）・

著作者人格権（公表権）は，同原告に帰属する。 

（被告） 

ア Ｙの主張は，いずれも争う。 

イ 著作物３は，ライブハウスが撮影した映像であり，カメラワーク及び編

集に著作物性（創作性）はない。カメラを複数台用意してターンさせて撮

影し，編集する程度のことは，複数のライブハウスで行われており，著作

物３は，ありふれた映像である。 
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(2)－２ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害の成否 

（Ｙ） 

ア 被告は，著作物３について，著作権者であるＹの許諾を得ることなく複

製し，Ｙの複製権を侵害した。 

イ 被告は，著作物３について，前提となる事実(3)ウのとおり，上記複製

物６３枚を不特定人に販売し，Ｙの頒布権を侵害した。 

（被告） 

 Ｙの主張は争う。 

(2)－３ 著作物３の著作者人格権（公表権）侵害の成否 

（Ｙ） 

ア 被告は，未公表の著作物３について，著作者人格権者であるＹの許諾を

得ることなく，複製し不特定人に頒布して，公衆に提供し，Ｙの公表権を

侵害した。 

イ ロックバンドのライブ映像を収録したＤＶＤ等については，購買層であ

るファンの要求を満たしうる程度の相当部数の複製物が作成頒布されなけ

れば，公表されたと解することができないところ（著作権法３条１項，４

条１項），著作物３は，ライブハウス関係者にのみ記念として配布する趣

旨で提供され，ファン等の一般向けには提供されていないことからすると，

未公表である（同法１８条１項）。 

（被告） 

 Ｙの主張は争う。 

(2)－４ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）・著作者人格権（公表権）侵

害についての故意過失 

（Ｙ） 

ア 被告は，Ｙの許諾を得ることなく著作物３を複製・頒布したから，同原

告の著作権・著作者人格権を侵害することについて故意又は過失がある。 
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イ 被告は，音楽活動を行う経歴を有しており，ライブ映像にかかるＤＶＤ

等の著作物を著作権者・著作者人格権者に無断で複製・頒布してはいけな

いことは容易に認識し得たにもかかわらず，著作権者・著作者人格権者で

あるＹの許諾を得ずに著作物３を複製・頒布したから，少なくとも過失が

ある。 

（被告） 

 Ｙの主張は争う。 

(2)－５ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）・著作者人格権（公表権）侵

害等による損害 

（Ｙ） 

ア 著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害により，Ｙには，次のとおり

の損害が発生した。 

(ア) 民法７０９条，著作権法１１４条１項に基づく損害（主位的主張） 

① 「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」のライブを収録したＤＶＤは，いず

れも定価４０００円～５０００円前後で販売されており（甲１２），

Ｙが著作物３を販売した場合の販売価格は４５００円を下らないとこ

ろ，製造原価は，媒体（ＤＶＤ）の原価及びパッケージ費用の合計２

００円を超えないから，単位数量当たりの利益は４３００円を下らな

い。 

② したがって，損害は，２７万０９００円（＝単位数量あたりの利益

額４３００円×譲渡数量６３枚）である。 

(イ) 民法７０９条，著作権法１１４条３項に基づく損害（予備的主張） 

① 上記のとおり，著作物３の相当販売価格は４５００円である。 

② 使用料については，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」の作品の流通販

売においては，流通業者側は，税抜き小売価格の６０％相当額を，著

作権者側に支払うものとされているから（甲１３），使用料率６０％
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が算定基準となるものである。③ したがって，Ｙの損害は，１７万

０１００円（＝相当販売価格４５００円×使用料率６０％×販売数６

３枚）である。 

イ 逸失利益（民法７０９条） 

(ア) Ｙは，被告の行為により，①平成２０年１０月３１日「名寄ＢＵＲ

ＳＴ」，②同年１１月１日「北見夕焼け祭り」，③同月２日「札幌ＳＵ

ＳＵＫＩＮＯ８１０」，④同月３日「苫小牧さいとう楽器」における各

公演を中止することを余儀なくされた。 

(イ) 著作物３は，札幌のライブハウスで撮影され，関係者に配布された

ＤＶＤだったため，Ｙが，本件が解決しない段階で，北海道地区で公演

を行うことは，更なる侵害が予想されるため，回避せざるを得ないもの

であった。また，被告は，北海道地区でバンド活動を行う音楽業界関係

者であるから，同業界の問題として，本件が解決されるまでの間，同地

域でのライブ活動が中断されるおそれがあることは，予想しうることで

あった。したがって，公演中止により発生した出演料相当額の損害は，

被告の行為に基づく損害である。 

(ウ) Ｙの被った生じた損害は，出演料相当額である１２０万円（＝１公

演当たりの出演料３０万円×４公演）である。 

ウ 精神的損害（民法７０９条，７１０条） 

(ア) 著作権侵害等による損害（主位的主張） 

① Ｙは，著作権侵害について，被告の不誠実な対応に起因して事態が

長期化したことにより，時間，労力，費用の負担を余儀なくされ，多

大な精神的負担を被っている。また，同じ音楽業界にある被告の著作

権を軽視する態度に対する，同原告の感情的衝撃は大きい。 

② Ｙの被った精神的損害を金銭的に評価すると，５０万円を下らない。 

(イ) 著作者人格権侵害による損害（予備的主張） 
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 Ｙが，著作者人格権（公表権）侵害により被った精神的損害を金銭的

に評価すると，５０万円を下らない。 

（被告） 

ア Ｙの主張する事実はいずれも否認し，法的主張は争う。 

イ 北海道公演を中止したのは，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」ではなく，

Ｙが在籍する「ＴＨＥ ＢＩＧ ＢＡＮＤ」である。上記公演中止は，被

告が原告らに対し，お詫び状（甲６）を送付し，商品の販売及び景品の添

付を中止した後である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1) Ｘについて (1)－１ 著作物１の著作権（複製権・頒布権）侵害

の成否について 

(1) 前提となる事実に加え，証拠（甲２，６，８，１４）及び弁論の全趣旨

によると，被告は，平成２０年６月４日ころから同年７月３０日ころまでの

間，インターネットを通じて，不特定人に対し，著作物１を７本販売したこ

と，被告は，被告作成の同年１０月６日付け「お詫び状」（甲６）において，

著作物１である「ＣＯＯＬＳ」のクリスマスライブビデオについて，「当方

がビデオの複製（無許可）…販売し…」と記載し，著作権者であるＸの許諾

を得ることなく複製して販売したことを認めていたことがそれぞれ認められ

る。 

 したがって，被告は，著作物１について，著作権者であるＸの許諾を得る

ことなく複製・頒布したものであり，同原告の著作権（複製権・頒布権）を

侵害したと認めるのが相当である。 

(2) 被告は，自ら販売した著作物１のビデオは正規品であり，１０本セット

で購入したと主張するが，裏付けとなる客観的な証拠は提出されていないか

ら，被告の上記主張を採用することはできない。被告は，上記書面（甲６）

で無断複製等を認めたのは，著作物２であるとするが，同書面（甲６）には，
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「ビデオの複製（無許可）…販売」，「クールス・クリスマスビデオ…販売

数７本 売上げ３１，４６０円」等と記載されていることからすると，被告

の上記主張をにわかに信用することもできない。 

２ 争点(1) Ｘについて (1)－２ 著作物１の著作権（複製権・頒布権）侵害

についての故意過失について 

(1) 前提となる事実及び第３，１(1)の認定事実に加え，証拠（甲６，８，１

４）及び弁論の全趣旨によると，被告は，著作物１について，著作権者であ

るＸの許諾を得ることなく複製・頒布したことが認められるから，被告には，

同原告の著作権を侵害することについて，少なくとも過失があったと認める

のが相当である。 

(2) 被告は，故意過失を争い，陳述書において，平成１９年１月，Ｘの経営

する店舗の姉妹店（札幌）で行われた開店パーティの際，店長の依頼を受け

てＣＤ／ＤＶＤを複製し販売したことがあり，同所にはＸも参加していた旨

を記載するが（乙１），かかる事実をもって，被告において，著作権者の許

諾を得るべく注意を尽くしたということはできないから，被告の上記主張を

採用することはできない。 

３ 争点(1) Ｘについて (1)－３ 著作物１・２の著作権（複製権・頒布権）

侵害等による損害について 

(1) 前提となる事実に加え，証拠（甲１，８，９，１４）及び弁論の全趣旨

によると，Ｘは，東京都江東区所在の実店舗及びインタネット・ショップに

おいて「ＣＨＯＰＰＥＲ」という店を経営し，改造オートバイやその部品な

どを販売するほか，「ＣＯＯＬＳ」関連商品であるポスター，Ｔシャツ，帽

子，ＣＯＯＬＳのコンサートライブ映像を収録したビデオ・ＣＤ・ＤＶＤ等

や，自らオートバイに乗っている映像を収録したＤＶＤ「チョッパー オリ

ジナルＤＶＤ」等を販売していること，「ＣＯＯＬＳ」関連商品である著作

物１の定価は１本当たり４０００円であり，著作物２の定価は１枚当たり３
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５００円であることがそれぞれ認められる。そして，上記販売形態において

は，変動費が多額のものとはならないことが窺われることや，同原告は，著

作物１・２の製造原価が単位数量当たり４００円を超えない旨を主張してい

ること等に照らすと，被告による著作物１・２の著作権（複製権・頒布権）

侵害により原告が被った損害（著作権法１１４条１項）は，著作物１につい

て２万５２００円（＝３６００円×７本），著作物２について４２万４７０

０円（＝３１００円×１３７枚）と認めるのが相当である。 

(2) Ｘは，被告による著作物１・２の著作権（複製権・頒布権）侵害に基づ

く精神的損害を主張するが，これを認めるに足りる証拠はない。 

(3) Ｘは，被告の不誠実な対応等により精神的苦痛を被った旨を主張し，こ

れと同旨の陳述書（甲１４）を提出するが，前提となる事実(4)のとおり，

被告は，原告らによる警告等に対して「お詫び状」（甲６，１１）を提出す

るなどして対応してきたものであり，平成２０年７月２６日付け「お詫び

状」（甲１１）の提出と概ね同時期である同月３０日より後には，複製品の

頒布を行っていた事実が認められないこと等からすると，同原告において，

被告の対応が不適切・不十分と感じる点があったとしても，被告の対応等を

違法と認めるには足りず，同原告の主張する精神的損害についても，これを

認めるに足りる証拠はない。 

４ 争点(2) Ｙについて (2)－１ 著作物３の著作物性，著作権（複製権・頒

布権）・著作者人格権（公表権）の帰属について 

(1) 著作物３の著作物性（創作性）について 

ア 前提となる事実に加え，証拠（甲１０，１５）及び弁論の全趣旨による

と，著作物３は，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」の活動初期のライブの映

像を収録したＤＶＤであり，Ｙの発意・方針に基づき，関係者への配布を

目的として製作されたこと，映像は，ライブハウスに設置された固定カメ

ラにより撮影されているが，同カメラは，ステージ全体を捉えることので
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きる位置及び角度に設置されており，ステージ全体を正面から撮影したり，

ステージ上の人物の移動に合わせて左右に角度を変えて撮影したり，望遠

によりステージ上の人物を中心に撮影することができるものであること，

著作物３は，上記バンドがライブにおいて楽曲を演奏する様子を撮影した

ライブ全体の映像で構成され，ライブの進行に応じて，ステージ全体を正

面から撮影したり，特定のメンバーを中心に撮影したり，メンバーのステ

ージ上の移動に伴いカメラの角度を変えて撮影するなどした映像から成っ

ていること，著作物３の映像には，ライブの臨場感を損なわないため，特

段の編集作業を施していないことがそれぞれ認められる。 

 したがって，著作物３の映像は，上記バンドのライブにおける演奏の様

子が記録され，カメラワークや編集方針により，ライブ全体の流れやその

臨場感が忠実に表現されたものとなっており，著作者であるＹの個性が現

れているということができるから，著作物性（創作性）を認めるのが相当

である。 

イ 被告は，著作物３のカメラワーク等から，その著作物性（創作性）を争

うが，上記のとおり，著作物３は，ライブの進行に応じた撮影を行ってい

ることからすると，著作者の個性が表現されているということができる。

したがって，被告の上記主張を採用することはできない。 

(2) 著作物３の著作権（複製権，頒布権）・著作者人格権（公表権）の帰属 

 上記のとおり，著作物３は，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」のリーダーで

あるＹの発意及び編集方針に基づき製作されたものであり，同原告が主体的

に製作を指揮し，その創作的な表現を具現化したものであるから，著作物３

の著作者は同原告であり（著作権法１６条），その著作権（複製権，頒布

権）・著作者人格権（公表権）は，同原告に帰属すると認めるのが相当であ

る（同法１８条，２１条，２６条）。 

 ５ 争点(2)－２ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害の成否について 
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 前提となる事実に加え，証拠（甲２，６，１０，１１，１５）及び弁論の全

趣旨によると，被告は，Ｙの許諾を得ることなく，著作物性（創作性）の認め

られる著作物３を複製し，平成１９年１月５日ころから平成２０年６月１５日

ころまでの間，インターネットを通じて，不特定人に対し，上記複製物である

ＤＶＤ６３枚をポマードの景品として頒布したことがそれぞれ認められる。 

 したがって，被告は，著作物３について，著作権者であるＹの許諾を得るこ

となく複製・頒布したものであり，同原告の著作権（複製権・頒布権）を侵害

したと認めるのが相当である。 

６ 争点(2)－３ 著作物３の著作者人格権（公表権）侵害の成否について 

 Ｙは，著作物３は，ロックバンドのライブ映像を収録したＤＶＤの映画の著

作物であるところ，ライブハウスの関係者のみに配布する趣旨で提供され，フ

ァン等の一般向けに相当部数が提供されたものではないから，未公表の著作物

に該当し，被告が，著作者人格権者である同原告の許諾を得ることなく，著作

物３を複製し不特定人に頒布することにより，公衆に提供したことは，同原告

の公表権（著作権法１８条）を侵害すると主張する。 

 そこで，検討するに，著作権法１８条は，「著作者は，その著作物でまだ公

表されていないもの（その同意を得ないで公表された著作物を含む。・・・）

を公衆に提供し，又は提示する権利を有する」と定めている。他方，著作物は，

発行された場合において「公表」されたものとされ（同法４条１項），著作物

の「発行」については，著作物の性質に応じ公衆の要求を満たすことができる

相当程度の部数の複製物が，複製権（同法２１条）を有する者によって作成さ

れ頒布された場合において，「発行」されたものとされる（同法３条１項）。 

 著作物３については，著作者であるＹが複製頒布したものであるから，複製

権者が著作者の同意を得て複製頒布したものであり，その複製頒布がその性質

に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数に達している限り，公

表されたものといえることになる。 
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 前提となる事実(3)ウのとおり，著作物３は，同原告が，被告による頒布行

為の前に，ライブハウスの関係者にのみ記念として配布する趣旨で，同関係者

らに複製頒布したものであり，その数量は少数であることが窺われるが，本件

の著作物３のようなＤＶＤに収録された「映画の著作物」については，作成頒

布された複製物の数量が少数であったとしても，著作物の性質上，かかる場合

においても，公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が複製

頒布されたものと認められるから，同原告は，被告による頒布行為以前に，当

該著作物を公表したと解するのが相当である。 

 したがって，著作物３について，被告が，同原告の許諾を得ることなく，著

作物３を複製し不特定人に頒布したとしても，同原告の著作者人格権（公表権，

同法１８条）の侵害は成立しない。 

７ 争点(2)－４ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害についての故意過

失について 

(1) 著作物３の著作権（複製権・頒布権）については，前提となる事実に加

え，証拠（甲６，１０，１１，１５）及び弁論の全趣旨によると，被告は，

著作物３について，著作権者であるＹの許諾を得ることなく複製・頒布した

ことが認められるから，被告には，同原告の著作権を侵害することについて，

少なくとも過失があったと認めるのが相当である。 

(2) 被告は，故意過失を争うが，特段，具体的な主張や証拠を提出していな

いから，被告の上記主張を採用することはできない。 

８ 争点(2)－５ 著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害等による損害につ

いて 

(1) 前提となる事実に加え，証拠（甲１５）及び弁論の全趣旨によると，Ｙ

は，著作物３については，ライブハウス関係者にのみ記念として配布する目

的で複製頒布したものであり，販売していないことが認められるから，著作

物３の著作権侵害による損害額の算定においては，著作権法１１４条１項に
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よる推定の前提を欠くというべきであり，同条項を適用することはできない。 

(2) 前提となる事実，証拠（甲１２，１５）及び弁論の全趣旨によると，Ｙ

は，「ＴＨＥ ＭＡＣＫＳＨＯＷ」関連商品であるＤＶＤ等については，大

手製作会社の関与しない方法により製作しており，従前販売してきたＤＶＤ

の価格は，３８００円～５０００円（平均価格４１５３円）であること，著

作物の利用に関しては，使用料率は概ね１３～１５％であることが窺われる

ことがそれぞれ認められるから，被告による著作物３の著作権（複製権・頒

布権）侵害により原告が被った損害（著作権法１１４条３項）は，３万４０

１３円（＝４１５３円×１３％×６３枚）と認めるのが相当である。 

 同原告は，使用料率は６０％を基準に算定すべきであると主張し，流通業

者との間の取引に関する資料（甲１３）を提出して，流通業者に販売委託す

る場合は，税抜き小売価格の６０％相当額及び手数料を控除した金額の入金

を受けることを主張するが，かかる入金額は，同原告の流通業者に対する販

売の売上と解されることからすると，上記率を基準として，著作権の使用料

を算定することはできないというべきである。したがって，同原告の上記主

張を採用することはできない。 

(3) Ｙは，被告による著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害による損害

として，北海道地区の公演を中止したことによる逸失利益を主張するが，公

演の中止は，被告の行為が契機になった可能性はあるものの，同原告の判断

によるものであり，同公演についても，被告を参加させない等により対応す

ることが可能であったと考えられることからすると，同原告に上記逸失利益

の損害があったとしても，被告の行為との間に相当因果関係を認めることは

できず，その他，これを認めるに足りる証拠はない。 

(4) Ｙは，被告による著作物３の著作権（複製権・頒布権）侵害に基づく精

神的損害を主張するが，これを認めるに足りる証拠はない。 

(5) Ｙは，被告の不誠実な対応等により精神的苦痛を被った旨を主張し，こ
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れと同旨の陳述書（甲１５）を提出するが，前提となる事実(4)及び第３，

３(3)のとおり，被告は，原告らによる警告等に対して「お詫び状」（甲６，

１１）を提出するなどして対応してきたものであり，平成２０年７月２６日

付け「お詫び状」（甲１１）の提出後においては，著作物３の複製品の頒布

を行った事実が認められないこと等からすると，同原告において，被告の対

応等が不適切・不十分と感じる点があったとしても，違法と認めるには足り

ず，同原告の主張する精神的損害についても，これを認めるに足りる証拠は

ない。 

第４ 結論 

 以上により，原告らの請求は，Ｘについて４４万９９００円，Ｙについて３

万４０１３円及び各金員に対する訴状送達の日の翌日である平成２１年１２月

４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で理由があるから，その限度でこれを認容し，その余の請求は理由がな

いから，いずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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